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このファンドは、主にアジア・オセアニア地域の債券等を実質的な投資対象としています。このファンドの基準
価額は、組入れた債券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を
割り込むおそれがあります。















当ファンドは、主にアジア・オセアニア地域の債券等を実質的な投資対象としますので、組入れた
アジア・オセアニア地域の債券等の価格の下落や、組入れたアジア・オセアニア地域の債券等の
発行体の破綻や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資
元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込む
ことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

金利は、経済環境や物価動向、中央銀行の金融政策、政府の経済政策等を反映して変動します。金利が上昇した
場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。投資した債券の価格の上昇は、
当ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の下落は、当ファンドの基準価額の下落要因と
なります。投資した債券の価格の下落の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

金利変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、外貨建資産の
円換算額の減少により、当ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対して円安は、外貨建資産の
円換算額の増加により、当ファンドの基準価額の上昇要因となります。投資対象通貨に対する円高の影響で、
当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

為替変動リスク 

有価証券の発行体の破綻、財務状況の悪化等、および有価証券の発行体の財務状況に関する外部評価の
変化等の影響により、投資した有価証券の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあり
ます。このような場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。債券や短期金融商品を
投資対象としますので、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る
可能性があります。

信用リスク 

有価証券の時価総額が小さくまたは取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等における取引が中止された
ときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることや有価
証券の売却ができなくなることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性
があります。

流動性リスク 

外国の外貨不足などの経済的要因、外国政府の資産凍結などの政治的理由、外国の社会情勢の混乱等の
影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。特に、新興国は、主要先進国と比較して、
経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側面があることから、新興国のカントリーリスクは主要先進国に
比べ高くなる傾向にあります。

カントリーリスク 

組入れた債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することになりますが、金利が
低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回りより低くなる可能性があります。

期限前償還のリスク 

● 毎月決算を行い、分配方針に基づいて、収益分配を行う予定ですが、収益分配金の支払いを保証するものでは
ありません。運用実績に応じて分配対象収益は変動するため、収益分配金が減少する可能性や、収益分配を
行わない可能性があります。

● 投資対象とする投資信託証券の解約請求の受付が中止または取消しされたとき、取引所における取引の停止、
外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときには、解約請求の受付を中止する
ことや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。また、解約代金の支払日が遅延することがあり
ます。 

● 投資信託は預金と異なり、預金保険の対象ではありません。金融商品取引業者以外でご購入された投資信託は
投資者保護基金の対象とはなりません。

留意事項 

ファンドのリスク ファンドのリスク 
主として、以下の投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・
オセアニア地域の債券に投資します。 
●アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
●LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）
「LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）」の委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメントは、ウエスタン・アセット・
マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託しています。

各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資
対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を
勘案して決定します。なお組入比率の合計は高位を保つことを基本と
します。 
設定当初の組入比率は、アジア・ニュージーランド債券マザーファンド20%程度、LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）80%
程度とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

ファンドの特色 ファンドの特色 

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの分配方針 
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現地通貨建ソブリン債等 
＜投資対象国・地域＞ 

豪ドル建の公社債 
＜投資対象国＞ 

インドネシア

フィリピン

ベトナム

インド タイマレーシア




